
亀山市NET119に関するQ＆A　
Q.1　NET119緊急通報システムとはどのようなシステムですか。

A　NET119緊急通報システムとは、聴覚又は音声・言語機能等に障害があり、音声による119番通報が困難な方が、お持ちのスマートフォン等からインターネット(Web)を使って、簡単なタップ操作や文字情報のやり取りにより、音声を用いることなく119番通報できるシステムです。
Q.2　誰が利用できますか。

A　このシステムをご利用いただけるのは、以下の条件をすべて満たした方となります。なお、利用するためには事前に登録が必要となります。
・聴覚又は音声・言語機能等に障害があり、音声による119番通報が困難な方

(身体障害者手帳等の保有の有無は問いません)

・亀山市内にお住まい又は亀山市に通勤・通学中の方

・GPS機能を有したスマートフォン、タブレット又は一部の高機能フィーチャーフォンをお持ちの方で、その端末でインターネット接続と電子メールの送受信が可能な方(従来型の携帯電話(ガラケー)ではご利用いただけません。)

Q.3　利用するのに料金はかかりますか。

A.　NET119緊急通報システムは無料の行政サービスです。ただし、端末の取得、利用にかかる料金、通信料等は利用者の負担になります。

Q.4　いつから利用できますか。

A　登録を完了した時点で利用できます。

Q.5　NET119緊急通報システムを登録後、携帯電話・スマートフォンの機種を変更した場合は、再度申請が必要ですか。

A　携帯電話・スマートフォンの機種を変更した場合に限らず、事前登録内容に変更が生じた場合は、「NET119緊急通報システム登録変更届出書」を提出して頂きます。変更届出を行わないと通報できない場合があります。

Q.6　亀山市以外で通報するとどうなりますか。

A　通報場所を管轄する消防本部がNET119緊急通報システムを導入している場合は、管轄する消防本部に接続されます。しかし、導入されてない場合は、亀山市消防本部に接続されます。緊急車両の出動に必要な情報を取得でき次第、その内容を管轄の消防本部に伝達し対応を依頼します。その際、ＧＰＳから取得した位置情報と併せて、登録されている一部の情報（氏名、生年月日、住所、メールアドレス等）が管轄消防に提供されます。

Q.7　通報の際、注意することはありますか。

A　利用端末のGPS機能を使用して、現在地の情報を送信することとなりますので、GPS機能は常にONにしておいてください。

Q.8　間違えて通報してしまった場合はどうすればいいですか。

A　通報を受信した消防職員とのチャット交信により間違いであることを伝えていただければ問題ありません。慌てて、画面を閉じたり通報を終えないでください。
Q.9　利用できる端末に条件はありますか？
A　このシステムでは、通信のセキュリティを確保するため、利用するためにはスマートフォン、タブレット又は一部の高機能フィーチャーフォンで以下の条件を満たした端末が必要です。なお、携帯電話会社(キャリア)に制限はありません。

・OS

    Android 8.0以上又はiOS 12 以上　
・ブラウザ

Google Chrome又はSafari

(注)利用できる端末の条件は変更になる場合があります。

Q.10　具体的な通報要領を教えてください。
A　以下のとおりです。
1 登録時にホーム画面に作成した通報用アイコンをタップし、通報用画面を起動します。

2 画面の案内に従い、救急または火災を選択し、自宅・外出先・あらかじめ登録したよく行く場所のいずれかを選択します。

3 現在地の地図が表示されますので、地図をスクロールし、通報場所をタップします。

4 「通報する」をタップします。

5 オペレーターとチャットで会話します。写真も送ることができます。

Q.11　未成年でも利用できますか？
A　利用者に年齢の制限はありません。ただし、利用規約に同意していただく必要がありますので、保護者の方などとご相談の上、申請していただく必要があります。

